
写



  

諮問の趣旨 
 

１．国の動向 

国の令和４年度「税制改革の大綱」が閣議決定され、国民健康保険料の賦課

限度額基準は基礎賦課額（医療分）を 65 万円（現行 63 万円）、後期高齢者支援

分を 20 万円（現行 19 万円）に引き上げる政令改正が行われる予定です。 

 

２．本市の現状 

 国保制度が改革された平成 30 年度以降、国保会計は、鳥取県へ納付する「鳥

取県国民健康保険事業費納付金」（以下、「納付金」という。）の多寡が収支に影

響するようになりました。 

令和４年度の納付金は、概ね前年度並みとなることが見込まれます。ただし、

団塊の世代が後期高齢者医療制度に移行し始め、被保険者数の減が見込まれま

す。このため、被保険者数一人当たりの納付金は増となり、保険料率を据え置

いた場合、歳出に必要な歳入に不足が生じる状況にあります。 

こうした状況の中、過年度の余剰を積み立てた基金を活用することで歳出に

必要な歳入を確保できることに加え、被保険者の負担を年度間で平準化できる

状況にあります。 

これらの状況を踏まえ、国民健康保険事業の運営に関し、以下のとおり諮問

します。 

 

３．諮問事項 

（１）国民健康保険料の賦課限度額について 

【改正案】医療分（基礎賦課額）と後期高齢者支援分の賦課限度額を国の基準

どおり引き上げる。 

・医療分（基礎賦課額）   ６５万円（現行６３万円） 

・後期高齢者支援分     ２０万円（現行１９万円） 

・介護納付金分       １７万円（現行どおり） 

 

（２）国民健康保険料率について 

【改正案】保険料率は現行どおり据え置きとする。 

 
 保険料率 【参考】県標準保険料率 

医療分 所得割 6.1％ 6.54％ 

均等割 20,900 円 27,591 円 

平等割 22,000 円 18,334 円 

支援分 所得割 2.7％ 2.62％ 

均等割 9,200 円 10,728 円 

平等割 9,000 円 7,129 円 

介護分 

 
所得割 2.2％ 2.49％ 

均等割 9,200 円 12,412 円 

平等割 7,000 円 6,150 円 


